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濱松課長  皆様、こんばんは。お忙しいところお集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。開会前ではございますが、教育委員会の人

事異動がございましたので、異動者の紹介をさせていただきます。

初めに生涯学習部長です。前任の梅原が転任いたしまして、後任に

平野が着任いたしました。 

 

平野部長  改めまして、こんばんは。４月に生涯学習部長に就任いたしまし

た平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 学校の部活動は今、非常に関心の高い問題で、この６月の市議会

での一般質問で２名の方から、今後の部活動のあり方について質問

をいただいたような状態でございます。また、５月には国の方も一

定方向性や方針を変更されるなど、難しい問題もあるかと思いま

す。この委員会で皆さまにご協議いただいた内容が、今後の小金井

市の部活動をとても良くしてくれると我々は期待しておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

濱松課長  続きまして、申し遅れましたが、私は４月から生涯学習課長にな

りました濱松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私自身も３０年も４０年も前ですが、中学校の頃にクラブチーム

で硬式野球をしていたのと、月曜日から金曜日まで中学校でサッカ

ー部に所属しておりました。今回、この内容を見まして、地域移行

であるとか地域連携に関して、自分が今までやってきたことと多少

なりとも重なるところがあるのかなという印象を持っております。

最終的には小金井市の生徒や子どもたちに還元できるような形で、

皆様のご意見をいただければと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

続きまして事務局職員につきまして、スポーツ振興係長の越とス

ポーツ振興係主任の津田、また本日は欠席ですが、矢島が引き続き

担当してまいります。指導室の方では、平田指導室長と田村総括指

導主事も引き続き担当してまいります。以上の職員で進めて参りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

金子委員長  それでは、定刻となりましたので第６回小金井市立学校部活動の

地域連携に関する検討委員会を開会します。 

本日、大林委員より欠席と連絡を受けてございます。鈴木(哲)委
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員も遅刻されますが、定足数については、小金井市立学校部活動の

地域連携に関する検討委員会設置条例第６条第２項に半数をもって

成立することになっており、ただいま１６人中１４人のご出席をい

ただいておりますので、会議は成立していることをご報告申し上げ

ます。 

 本日の流れについて事務局からの説明を求めます。 

 

濱松課長  事務局の生涯学習課長です。本日は２０時過ぎまでの会議を予定

しております。議題は、前回同様、大きく分けて２つございます。 

議題（３）につきましては、学校部活動における地域連携の実証実

験について、小金井市立緑中学校のバスケットボール部の皆様にご

協力をいただき、１月から３月まで実施し、生徒や保護者の皆様に

対しアンケートを行いました。こちらにつきまして、受託事業者よ

り、一定ご報告を差し上げます。 

併せて、剣道について、小金井市と第二中学校で話を進めていま

したが、うまく形になっていなかったものの、市から地域連携の話

しをしていたことがきっかけで、剣道連盟主導で形になった活動が

ありますので、砂子委員から報告していただきます。 

その後、先日、部活動の地域連携について、国から示された内容

をご説明するとともに、それを踏まえた、市における今後の方向性

についてご報告させていただきます。 

議題（４）につきましては、学校部活動のあり方について、前回

に引き続きご議論いただきたいと考えております。私からは、以上

です。 

 

金子委員長  ありがとうございます。会議に先立ち、配布資料の確認を事務局

の方にお願いいたします。 

 

（配布資料の確認） 

 

金子委員長  ありがとうございます。それでは、議題１「新規就任委員の紹

介」をさせていただきます。中学校の教員の異動などにより、新た

に就任された方がいらっしゃいますので、一言ずつご挨拶いただき

ます。まず、小学校校長から選出される委員として、第二小学校の

瀧島委員が退任され、緑小学校長の武田委員が新たに就任されまし
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た。よろしくお願いいたします。 

 

武田委員  皆様、こんばんは。この４月から小金井市に来ました。校長とし

ての就任です。武田と申します。その前は八王子に２０年ぐらい勤

務していました。これからどうぞよろしくお願いします。 

 

金子委員長  ありがとうございました。続いて、東中学校の島田委員が退任さ

れ、金城委員が新たに就任しましたので、一言ご挨拶をお願いいた

します。 

 

金城委員  こんばんは。東中学校の金城です。専門はバスケットボールを指

導しています。小金井市に来て２年目になりますが、いろいろ分か

らないことも多いので、どうぞよろしくお願いします。 

 

金子委員長  ありがとうございました。続いて、南中学校の下島委員が退任さ

れ、鈴木委員が就任しました。一言ご挨拶の方、よろしくお願いい

たします。 

 

鈴木(和)委員  こんばんは。南中学校に今年度異動してきました。昨年度まで江

東区の方にいました、鈴木と言います。部活動はもう一切離れてお

り、実は東京都サッカー協会の方でコーチをやっているのと、地域

の動きということで江東区にて兼業兼職という形でクラブチームを

立ち上げて運営をしております。少しでも力になれればと思って来

ましたので、よろしくお願いします。 

 

金子委員長  ありがとうございました。では議題２「前回会議録の確認」で

す。前回分第５回の会議録について、事務局から説明をお願いいた

します。 

 

津田主任  本日、机上に会議録をお配りいたしました。前回の会議録につい

て、皆様に校正を依頼したもので、変更のご依頼はありませんでし

た。本日皆様にご承認いただけましたら、これを確定版とし、今

後、市役所の情報公開コーナーやホームページに公開します。 

 

金子委員長  本日机上に配布されたものをもって確定としてよろしいでしょう
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か。ご異議がございませんので、これで確定させていただきます。

前回の審議事項に関連し、事務局から報告があるとのことです。 

 

田村主事  統括指導主事です。前回ですが、東京都の部活動ガイドライン

で、外部指導者の大会の引率の欄が△になっている理由について質

問がありました。それで東京都教育委員会に確認したところ、都立

学校では、外部指導者に対して校長が委嘱できる仕組みがあり、保

険や責任などが担保できているという回答がありました。そのよう

な経緯で△になったということです。以上です。 

 

板垣委員  その仕組みが具体的にどのようなもので、小金井市に導入できる

かどうかということをお伺いできればと思います。 

 

田村主事  具体的にどのような仕組みかはまだ分かりませんが、委嘱をする

ことによって、責任や保険などが適用される仕組みということでし

た。外部指導者という名称ですが、校長がお願いをすること、つま

り委嘱をすることによって保険が効くようになる、そういう仕組み

が整っているということです。 

小金井市でそれができるかと言われると、現時点ではやはり難し

いです。保険に入るためには、お金や予算も必要になりますし、そ

ういうところもきちんと整えていかなければいけないので、現時点

ですぐにというのはやはり無理です。以上です。 

 

金子委員長  東京都でも一部の学校ということですかね。 

 

田村主事  都立学校と言っていたので、そうですね。東京都教育委員会の管

轄している部分ではそれができるということなので、多分おそらく

そうなります。 

 

金子委員長  ありがとうございます。それでは、次にいかせていただきたいと

思います。 

続きまして、議題３「小金井市における学校部活動の地域連携に

ついて」です。最初に緑中学校の実証実験について、リーフラスさ

んからご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
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受託者(富永)  皆様、本日はお忙しい中、検討委員会にご出席いただき、誠にあ

りがとうございます。リーフラス株式会社の富永です。本日は、小

金井市立学校部活動地域連携に関する実証実験のご報告をさせてい

ただきます。まず、今回の実証実験にご協力いただきました小金井

市立緑中学校の皆様、そして関係者の皆様に、この場を借りて感謝

申し上げます。 

今回は、市の部活動指導員や外部指導員とは別で、弊社リーフラ

ス株式会社が入っての部活動支援という試みでしたが、皆様のご理

解とご協力のおかげで無事に３ヶ月間の実証実験を終えることがで

きました。ありがとうございました。本日報告させていただきます

アンケート結果につきましては、第４回・第５回の検討委員会の際

に決定したアンケート内容を基に、実証実験終了後に生徒・保護

者・顧問へ行った、アンケート結果の分析となります。 

それでは、資料１実証実験報告書（緑中学校バスケットボール

部）をご覧ください。改めて、今回の実証実験の概要を簡単にご説

明させていただきます。 

今回、小金井市立緑中学校のバスケットボール部を対象とし、２

０２５年１月～３月に毎週土曜日、計１０回程度の活動に、弊社の

指導員を男女１名ずつ配置して活動を行いました。目的については

１ページ目に記載しておりますが、小金井市における部活動の地域

連携・移行を円滑に進めるための試験的な取り組みとして実施しま

した。 

２ページ目に進めます。ここからは、生徒・保護者・顧問とそれ

ぞれに回答いただいた内容を記載しており、今回の実証実験でどの

ような事象があり、どのような課題が見えてきたかとなります。 

今回の実証実験で良かったご意見の中には、生徒・保護者・顧問

の先生方、それぞれからポジティブな声を多く寄せられました。そ

の中でも生徒からは「練習が楽しくなった」「技術が向上した」と

いう声も多数いただき、普段の部活動ではなかなかできないメニュ

ーや専門的な指導など、指導員が入ったことで、練習への意欲向上

にもつながったとご意見いただけました。 

また、３ページ目下段にあります、「７・土曜日のみの指導に関

する意見」でも、「土曜日だけでも部の雰囲気が変わった」「学ん

だことを平日に活かす流れができた」など、指導員の必要性を感じ
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られる意見も見受けられました。 

保護者の皆様にとっては、お子さんの技術面・精神面での成長を

実感され、「安心して任せられる」という声が多く聞かれました。 

顧問の先生方にとっては、なによりも「土日の指導負担が少し軽

減された」という声があり、心理的・身体的な負担軽減に一定の効

果があったのではないかと実感しております。ほかにも、専門的な

指導が入ることで、ご自身の指導の幅が広がったという意見もあり

ました。実証実験ではありますが、このように外部が管理する指導

者・管理運営が関わることで、部活動の質が高まり、関係者全員に

とって良い影響があったことは、まず大きな成果だったと考えてお

ります。 

一方で、いくつか課題も見えてきました。先程共有させていただ

いた内容で、「土曜日に学んだことを平日に活かす流れができた」

とプラスの面もありましたが、土曜日のみの指導だったため、平日

と休日での指導方針に少しずれが生じたり、生徒によっては成果実

感に個人差が見受けられる点がありました。情報共有でも、指導員

と顧問の先生方、そして保護者の皆様との間で、よりスムーズな情

報共有の仕組みが必要であるという意見もあがっています。役割分

担としては、顧問の先生方からは、指導員との役割分担が不明確な

ことで、戸惑いや不安を感じたという声もありました。 

今後の展望としては、今回の実証実験を通して、外部の指導者の

導入が部活動にとって非常に有効であることが確認できた一方で、

課題点も見受けられました。これらは今後の改善を通じて、より良

い部活動の形を模索していく上で重要なヒントとなるものです。 

最終的には、生徒さんにとって質の高い活動機会を提供し、先生

方の負担を軽減しながら、小金井市として、地域全体で部活動を支

えていく「どのような形がいいか」が最も重要だと考えておりま

す。今回の結果を一参考とし、具体的な仕組みづくりに向けて、引

き続きご議論いただければ幸いです。ご清聴いただきありがとうご

ざいました。 

 

金子委員長  ありがとうございます。続きまして、剣道部の活動について、砂

子委員から報告をお願いいたします。 

 

砂子委員  委員の砂子です。資料には載っていないのですが、次のページに
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なります。今回は「このようなことをしております」ということを

報告したいので、ご覧いただきたいと思います。 

 小金井市では、第二中学校にのみ剣道部があり、それ以外には剣

道部がないのですが、小金井市剣道連盟の方で、剣道部がない中学

校の生徒を集めて「小金井市剣道連盟中学生部」というものを立ち

上げ、各中学校の生徒が一堂に集まって毎週稽古をしております。 

 今回は地域連携が始まったこともあり、この第二中学校の方と中

学生部が連携して何かできないだろうかということで、現在１２月

頃から共同での稽古をしております。今、半年ほど経過したところ

になりますが、様々な保護者会に参加させていただくなど、顧問の

先生には大変ご負担をおかけしているのですが、一生懸命進めてい

る状況でございます。こちらの事例をご覧ください。 

まず、保護者会に参加した際に、「部活動が急になくなってしま

うのではないか」という心配の声が保護者の方から上がったことも

あったのですが、「そのようなことはございません」ということ

で、様々な心配事項などをお互いに伺いながらやり取りをしている

状況です。 

効果としましては、私どもは非常に効果を感じております。生徒

の皆様もとても仲良く一緒に取り組んでおりますし、中体連の試合

内容や、一級審査会などで初心者に私どもが指導に入ることができ

たり、非常に効果は感じているのですが、様々な課題や意見が出て

いることを、こちらの意見シートの方でも、第二中学校の先生から

もいただいております。また機会がございましたら、こちらにご報

告させていただけたら幸いです。 

しかし、市と一緒に連携して行っている取り組みは現状ないとこ

ろですので、どこまで報告して良いか分からなかったため、今回は

２枚にとどまっている状況でございます。 

私どもは持続可能な形で、色々な方のご意見を伺いながら、その

都度改善をしていきたいと思っております。近々では、８月２日と

８月２７日に合同稽古会を開催いたしますので、そちらで保護者と

生徒の皆様に「半年やってみてどうだったか」ということで聞き取

りをして、さらに改善していきたいと考えております。私からは以

上でございます。 

 

金子委員長  ありがとうございました。事務局の補足です。 
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濱松課長  事務局の生涯学習課長です。先ほど申し上げた「意見・提案シー

ト」の補足をさせていただきます。こちら、市民の方から出された

主な内容は、「学校に入る地域移行団体」、つまり、部活動の指導

にあたる団体のことと思いますが、「その精査はどこの機関が行う

のか、決定の基準がない」「実証実験で受け入れた側の生徒、教

員、保護者の意見、感想がない」「子どもの教育・育成に関する知

識がある方にお願いすることはできないか」「子どもたちの環境の

変化を少なくしてもらいたい」といったような内容となってござい

ます。これらにつきましては、今後、部活動の地域連携について具

体的に進めていく中で検討事項としてまいります。 

補足につきましては以上です。 

 

金子委員長  ありがとうございます。それでは、緑中学校の実証実験と第二中

学校の剣道部の事例について、ご説明を踏まえ、皆様からご質問が

ございましたら、挙手をして、お名前を言ってからご発言をお願い

いたします。ちなみに、剣道は無料で活動できましたか。 

 

砂子委員  連盟ではお金は徴収しておりませんが、第二中学校の外部指導員

として、私と他２名が、第二中学校の稽古に参加する際に、市から

金額をいただいております。持ちつ持たれつというかお互いに総合

協力ということで、やっているという状況です。 

 

金子委員長  第二中学校の外部指導員としてのみ報酬を受け取っており、それ

以外の活動では報酬を受け取っていない、という認識でよろしいで

しょうか。 

 

砂子委員  はい、その通りです。合同で活動する際にお金は発生しません

が、第二中学校の剣道部のみを指導する場合には、外部指導員とし

て関わらせていただいております。少しハイブリッドというか、そ

こで折り合いをつけてやっておりますので生徒さんから費用をいた

だくことはございません。 

 

金子委員長  町の道場に行ってもお金はもらえないのですか。 
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砂子委員  町の道場は年間６,０００円という、中学生応援の価格で、通常大

人一人分の半額でやっています。中学校で剣道を辞めてしまう子が

いるので、辞めないように半額にして６,０００円いただいて１年間

指導しているという形です。 

 

金子委員長   保険料はいかがですか。 

 

砂子委員  追加の保険料は年間およそ８００円となり、１年間指導を行うこ

とになります。 

 

金子委員長   剣道や柔道などは、しっかりとした指導体制が確立されていると

いう印象です。そのため、比較的安価な費用で稽古ができる環境が

整備されていると感じました。皆さまからは、いかがでしょうか。 

それでは私の方から、今回、実験をしてすごく面白いというか、有

効な実例だったと思うのは、国の方針、このあと多分説明があると

思いますが、まずは少なくとも土日の部活動を地域に完全に移行し

ていきましょうということが、令和１３年までの形で出てきている

中で、平日の部活動と土日の部活動がどういう関係性になっていく

のかということは、すごく今後議論になっていくのではないかと思

います。今回、土曜日にだけ指導員が入って、それ以外の日は学校

の先生が部活動を見ていた中で、課題も見えてきたと思いますが、

同時にお聞きしていると、土曜日に専門家と一緒に話をしながら練

習メニューを決めて、その練習メニューを平日に自分たちでやって

いくというような流れも、可能性としては考えられるのではないか

というような話も伺いました。もちろん、平日とのバランスが今後

の問題になってくるのだと思います。あと、質の高い活動が子ども

たちにできたかどうかということに関して言うと、「何をもって質

が高いと考えるのか」を決めていかないといけないのだと思いま

す。例えば、スポーツが上手くなることをもって質の高い活動と考

えるのか、その中からスポーツ以外の学びを子どもたちがしている

ことを質の高い活動と言うのかということは、今後議論をしてかな

ければいけないことかなと思っています。 

そもそも部活動というものが、スポーツや音楽の腕を上げること

を目的として質が高いと言うのか、自分で考えて自分で探求をしな

がら、自分で力を上げていくというような活動を質が高いと言うの
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かということは、考えていく必要があるかなと思います。 

それによって、指導者の入るべきポイントや、どんな人が子ども

たちのそばにいてあげたらいいのかという考え方が変わってくるの

だと思います。学校部活動、さらに地域クラブ活動といった時に、

何をもって子どもたちが質の高い学びをしているのかということ

は、考えていく必要があるかなと思っています。なので、土曜日、

日曜日に関しては、土曜日の指導でもそれなりの手応えはあったと

いうような感じでお聞きしていきたいです。 

 

受託者(富永)  そうですね。やはり土曜日だけとはいえ、信頼関係であったり、

結果の中にも「もう少し来てほしい」というご意見もいただいてい

ました。そういったところでは、１０回という限られた回数ではあ

りましたが、土曜日の指導で成果が出たのかなと感じております。 

 

金子委員長  どれくらいのスポーツ指導が、どれくらいの頻度で必要なのかと

いうことも、やっぱり考えていく必要があると思います。本当に毎

日毎日スポーツ指導なのだろうかということも考えさせられます。 

 

依田委員  平日の確認をさせてください。 

 

金子委員長  平日４日、土曜日に１日、土曜のところに専門的な指導が入った

ということなので、これがどのように整理していくかがポイントだ

と思いましたし、剣道についても、どれくらいの頻度で剣道連盟の

指導が入るかみたいなことも合わせて考えていく必要があるかと思

います。 

やはりお金のことをお伺いしたのは、剣道や柔道は地域の組織が

しっかりしている競技なので、安価な値段で子どもたちが稽古でき

る仕組みができていると思います。野球も意外とそうですね。詳し

くはないですが、競技によってはかなり高額な費用がかかる可能性

がありますね。そこのことをどう考えていくのか。例えば競技だけ

ではなく、ロボット教室みたいなものを考えた時に、科学部でロボ

ットをやりたい方がいたとしたら、今の状況だとかなりの費用を払

わないと教室には行けないというような状況だというのも現実かな

という感じに思っています。メジャーなスポーツであって、例えば

レスリングをやりたい時には、レスリングの教室を探して月謝を払
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って習うということになりますし、吹奏楽部だったら部活動でやっ

ているけど、ピアノはお金を払って練習していくということになり

ます。ピアノをやりたいと言ったら、結局そこにお金が発生してき

ているということになるので、子どもたちの「やりたい」というこ

とに対して、お金のかかり方がばらついているというのが現状なの

かなと思いますので、そこのことも整理していく必要があると考え

ています。プログラミングとかもそうですよね。プログラミングを

やりたいところで、費用がかかってくると思います。 

皆様から他に何かありましたら、よろしくお願いいたします。  

続いて、国から示された資料について事務局からご説明をお願い

いたします。 

 

濱松課長  それでは、先ほどからお話が出ておりますけれども、今年の５月

１６日付で、国から令和８年度以降の方向性を示す文書が出されま

した。本日は新しい方もいらっしゃいますので、これまでの動向を

簡単にご説明差し上げた上で、その内容についてご説明させていた

だきたいと思います。まず、学校部活動の部活動改革につきまして

は、令和２年の国の文書「学校の働き方改革を踏まえた部活動改

革」の中で、段階的な地域移行についてや、令和５年度以降の休日

の学校部活動の指導を教員が必ずしも担う必要はないことなどが、

この文書によって示されたところでございます。続きまして、令和

４年１２月には同じく国の方から、「学校部活動及び新たな地域活

動のあり方に関する総合的なガイドライン」が示されまして、令和

５年から７年度を「改革推進期間」と位置づけ、地域連携・地域移

行に取り組み、可能な限り早期の実現を目指すこと、特にまずは休

日における環境整備を推進すること、また整備すべき地域クラブの

活動のあり方などについてが、文書の中で示されてございます。こ

ちらがその文書の概要版となってございまして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと

ローマ数字の項目がありまして、Ⅰは「中学生を主な対象」Ⅱから

Ⅳは「公立中学校の生徒が対象」と書いてございまして、Ⅱのとこ

ろに「新たな地域クラブ活動」Ⅲのところに「学校部活動の地域連

携・環境整備」とありまして、この主な内容の一番上のところに、

「まずは休日における地域の環境の整備を着実に推進すること」と

ございます。Ⅳに関しましては、地域クラブの整備に伴って、大会

の参加規定等について、地域クラブの参加ができるように見直しが
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必要であろうということが書かれてございます。 

続きまして、令和５年３月に東京都が作成した「部活動改革推進

計画」についてです。先ほどご説明いたしました国の文書等に基づ

き、東京都の方で令和７年度までの改革推進期間の都の取り組み等

が示されたところでございます。概要といたしましては、前段にこ

の計画の策定の目的ですとか、東京都の推進目標、課題等が記載し

た上で、東京都の取り組みとして、５番以降、市町村に対する取り

組み、続いては都立学校に対する取り組み、下の方に行きまして、

その経費の補助について、東京都の計画で示されているということ

になってございます。このような流れでさまざまな動きがあった中

で、先ほどから申し上げております、令和８年度以降の方向性とし

て、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会

議」の最終取りまとめが示されてございます。こちらの文書の大き

なポイントといたしましては、これまでは、「地域連携・地域移

行」という名称を使ってきたのですけれども、この「地域移行」と

いう名称が「地域展開」に変更となっています。 

また、令和８年から１３年を前期・後期に分けて、「改革実行期

間」と位置づけること、また、受益者負担のあり方の必要性等が示

されております。こちらがそちらの文書の概要版となっておりま

す。少し見にくいのですけれども、「今後の改革の方向性」という

一番上のところに、休日については、次期改革期間中の１３年度ま

でに全ての学校部活動の地域展開の実現を目指すことで、地域展開

未着手の自治体に関しても、前期の令和８年度から１０年度の間に

着手することが明記されてございます。その他総論として記載の内

容が、今ご覧いただいている内容がございまして、総論としてまと

め終わった後に、各論としてこの８つの項目「地域クラブ活動の運

営団体の体制整備等」から、８番「障害のある生徒の活動機会の確

保」というところが、課題に対する対応策として、「基本的な考え

方と取り組みの方向性」という項目立てで、いずれの８個の課題に

関して記載があるというような文書となってございます。今、大変

簡潔ですが申し上げたのが部活動改革に関するこれまでの動向とな

ってございます。 

今回示された来年度以降の方向性を踏まえ、今後については、当

初、本委員会は、条例で今年度までというように時限で定められて

おりますので、この委員会の中で答申として想定していた年度ごと
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のスケジュールや具体的な取りまとめを記載する計画というものを

予定しておりましたが、今ご説明申し上げた文書の内容等を盛り込

んだ上で、今年度中に取りまとめる、令和１３年度までの方向性と

いうのを、これからあと半年で取りまとめていくのが非常に困難で

あるため、ご議論いただいた内容のまとめであるとか、計画策定の

基礎となるような答申というような形で、委員会からの内容をおま

とめいただいて、そちらの答申を受け、次年度以降、速やかに計画

策定に入りたいというように考えてございます。 

また、令和８年度以降の方向性が国から示されたことや、先ほど

申し上げた計画の内容、計画策定後の進捗管理等をご検討いただく

ために、本委員会を引き継ぐ形での審議会の設置を予定してござい

ます。詳細につきましては、決まり次第、本委員会でご報告、ご検

討いただきたいという風に考えてございます。事務局からの説明は

以上となります。 

 

金子委員長  はい。今皆様見られてなかったかもしれませんが、国の方から５

月に最終的なものが取りまとめられていて、最終にしては今後決め

ると書かれているかなと思いながら、そこのことも絡めて、あと実

は今、今回の取りまとめの中にも学習指導要領との関係みたいなこ

とも含めて書かれていて、学校教育との連携をどう図っていくのか

ということが書かれていたので、私の方に資料をまとめていただい

ていました。あと皆様から、昨年までにいろいろ議論をいただい

て、「どんな活動があったらいいのか」というようなワークシート

を皆様に書いてもらったのを、私の方でいくつかまとめさせていた

だきながら、皆様と議論していければなと思っています。今日、ま

だ１９時１０分頃なので、少しお話をしていこうかなと思います。 

今回、国が出した取りまとめに関しては、休日に関しては令和１

３年までの地域展開ということが、大きく明確に示されたのかなと

思います。それが今までは「令和８年には」という話だったので、

あとに延びたような状況かと思います。 

実際に現実を見たらなかなか進んでいないので、とりあえず後ろ

に期限を組んだというような感じではないかなと思います。平日に

関しては、まだ特に触れていない感じです。学校の学校教育と連携

してどうするのかということもあれば、平日まで部活動を地域に移

行させるかどうかは地域に合わせて検討していくというような書き
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方なのかなと思います。あともう一つは、今回ここで出された８つ

のまとめの中で、ちょっと資料がぼやけていて見にくいかもしれま

せんが、すごく大きなものとして「障害のある生徒の活動機会の確

保」というものが明確に記載されました。多分、今まであまり考え

られていなかったのではないかと思います。障害のある生徒たちが

どのように活動ができるかということが、改めて示されているのだ

なと思いました。なので、大きな考え方として「学校部活動から地

域クラブ活動へ」というものが、発展的により質を高めていく必要

があるという流れで書かれていて、「交代するものではいけない」

というようなことが、多分背景にはあるのだと思います。それも、

質を高めていくということも含めて、多分「障害のある」生徒も含

めていくようなことが書かれているのかなと思います。まさに「包

摂性」をどうやって担保していくかとか、やりたい子ども、全ての

子どもたちが活動できるようにしていくにはどうしたらいいのかっ

てことを考えましょうね、ということになってきているのかなと思

っています。少しハードルが上がったのではないかと僕は感じてい

ます。実際に今、神戸市の方で、皆様も読まれたかもしれません。

かなりぼやけて。神戸市で実際に今始まっていてですね、来年９月

からの実施というので、地域展開をするために、今神戸市には８０

校あって１,１００の部活動があるのですが、来年の８月に完全廃止

し、９月から地域スポーツ・文化芸術団体に委ねる地域展開を行う

ということが決められています。実際に、ボウリングがラウンドワ

ンで行われ始めたというようなことも書かれています。月３,０００

円、週２～３回みたいな形で、ボウリングというものがあって、始

まりましたよということが書かれて、文部科学省に関しては、休日

のことを示している。ということを書く程度くらいでした。 

なくなってしまいそうな部活動の例が出ています。例えば、北区

に１７校あった吹奏楽部はかなり大きな影響を受けているようで、

吹奏楽部の受け皿が地域にいないというようなことが、神戸市の先

行的な事例では分かってきたかなと思います。卓球部も４あったの

ですが、今のところ受け手がいないというような状況になっていま

す。確か、１,１００の部活動に対して８００ぐらいの、受け皿が見

つかったというようなことがわかりました。失礼いたしました。実

際は、５２６のクラブでした。１,１００の部活動に対して５２６の

クラブを確保したけれども、現在市内の大半の学校にあるソフトテ
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ニス部に関しては２３クラブにとどまっていますというような記事

になっているので、これを見ると多分、バレー部も、これは多分多

くの話なので、全ての地域でバレー部の受け手がないというような

話ではないと思うのですが、場所によってはバレー部の受け手がな

い、軟式野球の受け手がないというようなことが実際に見受けられ

る。卓球の受け手もいないかなと思います。 

そもそも、例えば、西区だったら陸上部が１０校しかないところ

が、受け皿は２つしかない。すでに３校には陸上部がないというよ

うな状況になっているのだと思います。こういうことが実際に出て

きていて、神戸市は大きいところですので、１,１００の部活動があ

って、こういう、受け手側も人口が多いというところですが、こう

いう状況になっているのだなということが起きてきているのかなと

思います。 

これも、全ての部活動をと言っているので、土日だけじゃなくて

平日も受け入れられるところがどれだけあるのかという議論で進ん

でいるのだと思います。平日を受け入れられるところも考えて５２

６もあるというのは、結構な数字があるかなという気はしました

が、それでもやっぱり半分ぐらいしか受け入れられていないという

ことになるかと思います。もし土日だけでいいよと言ったら、かな

り数字は変わってくるのではないかと思います。先ほど言ったよう

に、現実的にまず国が言っている通り、土日の部活動の地域移行に

関して、土日に受け入れてくれる地域の組織がどれくらいあるかと

いうことも、今後検討していく必要があるのかなと思っておりま

す。 

ちなみにですね、今、渋谷というところが、探究の学びにかなり

力を入れてやっているんですが、渋谷が作った「探究ポータル」と

いうことで、子どもが何か興味を持ったことに対して、企業がすご

く登録をしているので、この企業に相談すると、その相談に乗って

くれるよというようなポータルサイトを今、渋谷区の方で作ってい

ます。こういう形で、子どもたちの興味に対して、どのような団体

が小金井市にはあるのか、その地域にはあるのかということを一覧

にしていけると、今後、マッチングみたいなことができてくると思

いますし、先ほど質問の中にも、活動に入れる段階をどうやって査

定で決めていくのか、選別していくのかということを考えると、最

終的に子どもたちが選別というか、やりたいところでやるという形
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になると思う。ただ、これに載せるためには、企業としての正確性

とか、「危なくないよ」というところを渋谷区の教育委員会が把握

した上で、こういうポータルを作っていると思うので、こういう形

で受け手を準備しておくということも、可能性としてはあるのかな

と思っております。 

スケジュール等に関しては、先ほどお話がありましたが、令和５

年から７年を「改革推進期間」とされていたのですが、実証自治体

数は８００ぐらいまで拡大しました。全国に１,１００ぐらいの自治

体があり、８００自治体ぐらいまでは増えましたよということと、

全国に１１万の部活動があって、２万を超える部活動がすでに地域

移行または地域連携の形で運営されていますと。本当かという気も

しますが、それぐらいの数がもう移行し始めていますよということ

と、令和８年度に部活動の半数以上が地域移行すると見込みが示さ

れたという形で、これ多分、今後アンケートを取るよという話じゃ

ないかなと思いますが、そうなっているということになります。 

先ほどご説明があったように、前期の令和８年から１０年の間に

必ず着手をして、令和１１年から１３年に関しては休日に関しては

完了させるといったことが示されたということになっています。た

だ、「学校部活動から地域クラブ活動へ」というようなことは示さ

れているのですが、ここですね、まさに「新たな価値の創出」とい

うことがかなり強めに言われています。 

こういう傾向のある子どもたちへの支援とかいうことも含めて考

えていきましょうねということが出ているのかなと思います。地元

の伝統文化の学習とか地域交流みたいなことも含めて、新たな価値

を創出していくような地域クラブ活動を作っていきましょうという

ことが示されているかなと思います。学校部活動の教育的意義を継

承しつつ発展させるというようなことが述べられているのですが、

「地域クラブ活動とは何なのか」という定義はこれからしますとい

う書き方なので、これから示されますよということが国から言われ

ています。まさに質の高いというか、新たな価値を作っていくとい

うことで、質の高い学びとの関係性みたいなことを考えていく必要

があるだろうということ、障害のある子どもへの取り組みというの

が求められてきましたよということが、今回出てきたのかなと思い

ます。 

質の高い探究的な学びというのも、実は今回学習指導要領が改訂
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されるにあたって、中答申で議論されている中から、一番に中間取

りまとめとして出てきたものとして、「質の高い探究的な学びを実

現していきましょう」という言葉が出てきています。 

本当に文部科学省が今考えている中答申での議論の中核になって

いるのが「探究」ということと、もう一つは「学校への負担をどう

やって減らすか」ということが、まさに今議論の中核に入っている

かなと思います。 

これも見えないので皆様情報があったらぜひ、教育課程部会・教

育課程企画特別部会の資料を見ると出ているのですが、総合的な学

習の時間というのがあって、そこで探究的な学びを小中学校ではや

っているのですが、そこに対して情報の領域を加えながら、総合的

な学習の時間を拡充していきましょうというような流れが、今、学

習指導の方からは出てきそうだということが中間取りまとめには出

てきています。まさに、質の高い探究的な学びを子どもたちがして

いくために、学校教育はどうしていくのかということがこれから議

論されていくのだと思います。先ほどから僕がずっと違和感を感じ

ていたのは、ここまで学校教育が探究的な学びということを言って

いるので、部活動はやっぱり「指導者」という言葉を使っていま

す。指導的な学習、指導的なものを引き続きやっていくのかという

ことも、議論をして考えていく必要があるのだと思います。教授

的・指導的みたいなことが、引き続き、部活動では行われていくの

か、それが質の高い部活動なのかということを考えていく必要があ

るかと思います。 

まさに地域部活動、地域クラブ活動というものを新たな価値を創

出していくということを考えた時に、引き続き指導型の部活動をし

ていって良いのかということは、考えていく必要があるのかなと思

います。 

これも多分前にもお見せしたと思います。本当にそれぞれの個性

が出てくる学びはどういうことかというと、背の違う人だけであれ

ば、小さい子にはどうやったら壁の向こう側が見れるのだろうと

か、大きい人にはボールを当たらないようにするにはどうしたらい

いんだろう、真ん中の方にはどうやったら早いボールが投げられる

か、など問いが立って、この問いが立つこと自体、この問い自体を

大事にするのが今後の学習の個性化というものになるかと思いま

す。これも前に説明したと思いますが、公教育は基本的には、子ど
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もたちは興味ないこともやっています。興味のあることだけをやっ

ているわけではないというのが公教育です。 

国語を好きな子に算数を教えなきゃいけないし、算数好きな子に

歴史を教えなきゃいけないのが学校という場所になりますが、同時

に「主体的な学び」を子どもたちがしていて、本来なら部活動とい

うのが主体的な学びの一番の場であったはずなのです。 

自分がやりたいことをやっていくというのが部活動だと思いま

す。主体的な学びをしているということになります。学校は、基本

的には学習内容が決まっているので、その主体的な学びをさせてあ

げることはなかなか難しいというのが学校のあり方です。教科教育

をやっているという形になります。教科教育だとどうしても子ども

たちが「もっとやりたい」とか「学びたい」ということに対して答

えられないから、総合的な学習の時間みたいなものを作っていっ

て、探究的な学びをしましょう。子どもたちの興味や関心を起点に

した学びをもっとやっていきましょう。というのが学習の個性化と

いうものになります。 

今でも７０時間しか探究の時間がありません。なので、子どもた

ちが十分探究ができているかというと、学校では十分探究ができて

いないので、子どもたちがやりたいこと、自分の興味関心に沿って

やりたいと思っていることを、思いっきりやらせてあげるのが放課

後の活動だったり部活動だったりするはずだろうと思っています。

ここの部分をやっぱり地域が担っていかないと、学校がここまで担

うのは大変なことなのじゃないか、放課後のことまで学校が担うと

いうことが大きな課題になってきているのだと思います。なので、

ずっと開かれたらいいのにという風に思います。 

ここで必要になってくるのが、本当に指導者ではなくて「伴走

者」というものになるのですね。子どもたちがやりたいと思ってい

ることをどれだけ支援してあげられるかということが出てくるのか

なと思います。 

具体的に、総合的な学習の時間ではどのようなことが行われよう

としているかというと、子どもたちが「ありたい姿」とか自分のや

りたいことを見つけたら、それに対して調べて、自分で課題を設定

した上で、どんな風にしたら自分たちの家族が健康でいられるの

か、みたいな解決策を考えて、実際にそれを試してみて、最終的に

は問題を解決していくみたいな流れが出てくるのが、総合的な学習
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の時間で行われるような探究的な学びというものになります。これ

は、社会課題だけではなくて、「一人旅をしたい」みたいなことが

出てきた時に、「一人旅なんてしたことないけど、どういう風に計

画したらいいのかな」みたいなことを、大人と一緒に調べたり考え

たりしながら実際にやってみて、この子の場合は、実際に旅行に行

った先で写真を撮って、それが楽しかった、面白かったので、写真

に興味を持つことになったのです。この子は多分、本当にやりたい

ことが写真で見つかって、本来なら写真部みたいな活動があって写

真をやれるのが良い姿だと思いますが、残念ながら今の中学校に写

真部みたいなものは存在しないので、この子は自分でその腕を磨く

しかないというような状況が、現実にはあるのではないかと思いま

す。 

小金井市の中学校の子どもたちを集めたら、そういう子は年に何

人かはいたりするのではないのかというのが、こういうことなのか

なと思います。 

あと、これも小学生の例です。去年、渋谷で実際に小学校の校長

先生と会って話していたのですが、探究・総合的な時間のテーマ

は、サッカー部の子はサッカーにすればいいのではないかというこ

とを話していました。サッカーで探究させれば、そもそもやりたい

と思っているからサッカーをやっているので、しっかり探究するの

ではないか、みたいな話をしていました。 

小学生でサッカーをやりたいと希望する子もいて、結構悩んだの

ですけど、「普通の時間にサッカーをやっていていいのか、それは

授業として成立するのか」みたいなことをいろいろ話したのですけ

ど、「とりあえずやらせてみよう」と。なんとなく練習していたの

ですけど、「何回か蹴るとスピードが上がらない」という、自分の

やりたいことを見つけて、それに対してどこに足をつけたら一番ス

ピードが上がるのかを探究し始めました。先生に「ボールのスピー

ドを測る機械がないのか」と尋ねたので、先生がそれを買い、自分

のキックのスピードがどれくらいで、どれくらいの場所に足を置い

たらどうなるのか、みたいなことをまさに探究し始めたのです。 

これは、別に社会課題を一つも解決していないのですが、自分で

自分の課題を立てて、自分の中で探究をしていって、解決をしてい

ったことになるかと思います。 

こういうことが本来は、その渋谷の校長先生が話していたのは、
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「部活動の中でも考えられるといいよね」という話で、先生に言わ

れたメニューをこなすということではなくて、自分で自分が上手く

なるためにはどうしたら上手くなるのだろうと考えていくことが、

すごく重要になってくるのではないかということをお話していまし

た。 

なので、総合的な学習の時間で部活と同じことを探究させたら、

ちゃんと探究するようなことをしています。そのため、先ほど言っ

ていた「質の高い活動」というものが、子どもたちにとって「質の

高い活動」は何のことかをちゃんと考えていくべきだと思います。

純粋に教えられて上手くなるということと、自分たちで探究をしな

がら「考える力」を使いながら、自分たちの技術を高めていくとい

うこと。特に公教育において、サッカーがものすごく上手くなると

いうことが、公教育の役割ではないと感じます。 一定程度の知識技

能を身につけていくことが公教育の役割だとしたら、ものすごいサ

ッカーが上手くなるということは、そもそも公教育の外になりま

す。だからこそ部活動は「学校外」になるのだということになって

いますが、ただそれを上手くなるために自分が探究していくこと

や、自分で考えていく力みたいなものは、実は学校の管轄にある話

になってくるので、まさに学校教育との連携の中で、子どもたちの

活動はそういう風になっていくのかなと思います。 

探究の話をしている時に必ず「評価をどうするか」という話が出

てきます。先ほどのつくったものの評価をどうするかということが

あるので、実は成果を評価するのではなくて、プロセスを評価する

ことが大事ですよということがよく言われています。プロセスをち

ゃんと決めたかとか、プロセスを通して何を学んだかということが

すごく重要だと思います。 

なので、実は部活動も同じで、子どもたちが質の高い活動をする

ということは、何かすごい成果を出したということではなくて、そ

の過程でちゃんと練習を組み立てられたかとか、その過程で何を学

び取ったかみたいなことを明確にしてあげることが、教育としては

重要な方向になってくるのではないかなと思います。 

今でも、ご存知ないかもしれませんが、高校の探究は探究甲子園

みたいなものが開催されて、まさにビジネスコンテストのように、

「僕、こんな成果を出しました」ということを自慢するように行わ

れている。そもそも探究的な学びを最終的にして、どこまで行った
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のかということで評価するということも出てくるし、同じように、

演奏会ですごく上手い演奏ができたってことを評価の基準にするか

ということは、すごく重要な関係になってくるかなと思います。も

ちろん、子どもたちは高い評価をもらいたいし、どんどん上手くな

りたいと思うので、そこは褒めてあげるべきところではあります

が、そこを中心に評価するということは、やっぱり公教育としては

違うのではないかと思います。 

探究的な学びをやらせていただいているのですが、その時に本当

に必要になる人はどんな人かというと、専門家がいます。これは多

分指導者に当たることかと思います。子どもたちの中で、「電気に

ついてすごく知りたい」ということがあったら、学校の先生も電気

について教えられるような専門家ではないので、電気会社の人と話

をして、「この電気は常に供給されている」ということを学んでい

こうとした時に、電気会社の人を呼んでくる、みたいなことが行わ

れています。それをつなぐのに、学校にはコーディネーターという

方がいて、コーディネーターの方が、いわゆる実社会のプロの人た

ちと子どもたちをつないでいくということをしていますが、同時

に、実は子どもたち一人ではなかなか探究的な学びを進めていけな

いので、そこにファシリテーターみたいな人が必要だと考えられて

います。 

なので、そこに地域の大人の方が入って、子どもたちの進捗やモ

チベーション、技術を見ていくことが重要になってきて、この部分

を先生ができるかというと、見た通りに、一人で３５人の子どもた

ちを見てきた中で、３５人全員が全然違うことを始めました。３５

人違うものに対して、一人の先生がファシリテートできるかという

ことが問題になってくるのだと思います。 

専門家というのは実はそんなに頻度は高くないです。電気のこと

がすごく知りたい時に電話をして、電気のことを聞くという形にな

りますし、伴走者やコーディネーターに関しては、地域学校協働活

動推進員みたいな方が学校にも必ずいらっしゃると思うので、この

方の実力次第というところがあるのですが、コーディネートのスキ

ルもあるかと思います。先生は全体をコントロールしていけない

し、評価をしていくことが必要になってくるのかなと思います。 

伴走者はどんなことをするのかというと、やりたい姿にしても、

子どもたちは自分たちだけではなかなかできないので、どんなこと
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をしたいのかというのを一緒に乗ってあげたり、調べ学習もデータ

に基づく課題設定もなかなか一人だけではできないので、それを支

援してあげるのがすごく必要になるなと思っています。もちろん、

子どもたちはモチベーションが下がりますので、モチベーションを

維持してあげるということも、その伴走者の重要な役割になってく

るのだろうなと思います。 

私、個人的に本当にいろんなところにいて学びの伴走者をやって

いて、実はすごく面白いのです。ぜひ皆様もやってみたら面白いと

思ってくれるのではないかなと思います。子どもの発想とか、子ど

ものやりたいことはすごいので。渋谷では子どもたちに必ず言うの

です。一緒に付き合ってくれる大人はよく考えて選んだ方がいいと

いうことなのです。まず一つは、話を聞いてくれる大人、この大人

は信じたという話をします。あと子ども扱いしないというところも

信じてしまった点なのだ、という話をします。というのは、先ほど

電気の話をしましたが、去年僕が担当した時に「電車を作りたい」

という中学生が２人いて、「自分が乗って動く電車を作りたい」と

２人で話し始めたのです。そんなに詳しい人はいませんでしたが、

その２人の方がよっぽど詳しい。途中から僕はその２人が何を言っ

ているか全く分からなくなりました。なので、子どもたちって探究

的とか、自分がやりたいことを持っている時は、知識や技術に関し

て余裕で大人を超えていくので、僕は子ども扱いできないと思いま

した。大人はすぐに「できない」と言うのだ。子どもに「何やりた

い」と聞きながら、できない理由を次に考えるのが大人。本来は

「どうやったらできるのか」ということを相談に乗ってくれる大人

と話してくださいと。ひどい話だが、「何やりたい」と聞いて「そ

れはできない」という大人は、やっぱりひどい大人なのだ。でもこ

こ、すごく重要なのだ。 

あと、先ほどの大会に勝つ、みたいなところもあるのだが、なん

か発表大会みたいなものになっていると、全然うまくいってないの

に、発表だけなんかうまくいったかのような発表をさせたというこ

とがよく起きているし、「失敗しよう」と言っているのに、失敗し

たら「いや、ちょっと待て、圧倒的までに何か成果出さないとダメ

だ」みたいなことを言っている、みたいなことが出て、こういう大

人には気をつけようみたいな話をしています。 
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伴走者がどれくらいいるかというのは、本当にすごい数の伴走者

がいないと、子どもたちのその探究的な学びが進んでいかない。部

活動も同じだと思います。部活動に関しても、指導者とかそこに関

わる大人がどれくらいいるかというのが、すごくポイントになって

くると思います。ちなみに、今、一学年は１００万人弱くらい全国

にいます。５人１チーム作ったとしても、高校１年生だけで２０万

チームぐらいできる。一人の伴走者が３チームを見れるとして、７

万人ぐらいの伴走者がいないと、この探究的な学びが進んでいかな

いということになります。なので、たくさんの人たちが必要なのだ

ということになるかと思います。 

ここからちょっと長くなりましたが、皆様と話した中で、皆様が

書いたワークシートをもとにさせていただいて、基本的な考え方と

しては「子どもたちがやりたいことに夢中になれる環境を作りた

い」ということは、同じことを言っていたのではないかなと思いま

す。これについては、国も提示していますが、子どもたちの多様な

スポーツ活動・文化活動が担保できる状況を作っていくことがすご

く重要なのだということが書かれているので、「子どもたちがやり

たいことに夢中になれる」というのはすごく重要だということは、

多分皆様が共有していることなのではないかなと思います。 

その上で、やっぱり大きな分け方としては、常に勝ちを目指し、

さらに上を目指していくのか、それとも活動すること自体を楽しみ

たいということを活動にしていくのか、ということでは、子どもた

ちの中にもあるし、皆さんの中にも意見が分かれると思います。 

先ほど言った「質の高い部活動」って何なのかと言った時に、常

に上を目指して切磋琢磨していくことが質の高い活動なのかという

ことと、夢中になってやっていくこと自体が質の高い活動なのかと

いうことが出てきているのではないかなと思います。ただ、上を目

指すということを考えた時に、子どもたちがやりたい活動の全てが

継続的に上を目指せるような、対応ができるレベルの高い指導者と

いうものが、本当にずっと地域とか学校で維持できますかというこ

とが、大きな課題になってくるのではないかなと思います。常に高

い頻度での活動をしながら、それを全て指導してきて、どんどん子

どもたちの技術やレベルを上げていくみたいなことをやるとした

ら、相当な指導者の数が必要になってくるのではないかということ

もありますし、異動がある学校の先生方が、この役割を担い続け
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る、自分の学校で担い続けるということは現実的には難しいだろう

と思います。同時に、小金井市全体でそこまで質の高い指導者が継

続的に全ての競技に対して準備できるかというと、そもそもそこが

できないから、今困っているのだと思います。 

場合によっては、サッカーではできたけどソフトテニスではでき

ないということが、当然起きてくるということなのではないかなと

思います。 

なので、本当にずっと上を目指したいのだと言った時には、本当

にそれを地域でやれるか、学校教育の中でそれがやれるかというこ

とは、考えていかなければいけないのではないかなと思います。活

動を夢中になる、みたいなことに関しても、同じように、どれくら

いの人が必要なのかということが、今後すごく課題になって、現実

的に考えると、どれくらいの大人と関われて、どれくらいの活動を

維持できるのかということは、考えていかないといけないのだと思

います。どちらにしても、どれくらいの大人か、どんな風に関われ

るか、ということが、それぞれの地域において議論されていくのだ

と思います。もちろん、それは予算化の問題も出てきて、無料でや

ってくれるのかやってくれないのかもあるので、予算を含めた上

で、どういう風にそれを考えていくかということがすごく問題にな

ってくるのではないかなと思います。 

重要なのは、皆様は多分ここは一致していたと思うのですが、子

どもたちがやりたいことをやれるということは、メジャーな興味だ

けではないものも支えていかなければいけないということがでてき

ます。同時に、国から出てきた指針を見てみると、「包摂性」をも

ってそれが行われなければいけないというようなことが、課題とし

て出てきたということになるかと思います。全ての子どもが取りこ

ぼされることなくやりたいことができるということが、もし、小金

井市の基本だと考えるのであれば、それをどんな風に実現していけ

るかを考えていく必要があるのだと思います。そのため、「サッカ

ーだけなんとか残ればいい」というような話ではやはりなくて、レ

スリングをやりたい子はレスリングができる状況をどうやって作っ

ていくのか、といったことを、まさに考えていく必要があるのでは

ないのかなと思っています。 

私が考えたことですが、やはり子どもたち一人一人がというの

が、まさに今国が出してきている「学習の個性化」という部分を、
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部活動や地域の活動が担保していくためにすごく必要になってくる

なと思いますし、「包摂性」ということを考えても、やはり誰一人

取り残すことがないということが、公教育ではすごく重要な観点に

なってくるかなと思います。 

これは、障害の問題もそうですが、貧困の問題も出てきた時に、

障害を持っている子も参加できるし、貧困家庭の子どももちゃんと

参加できるということが、やはり重要な要素になるかなと思いま

す。あとは「やりたいこと」になります。この「やりたいこと」と

いうのが、今は、学校の選択肢の中からやりたいことを選ぶか、も

しくはやりたいことがない場合は部活動ではなくて、自分で頑張っ

て行う状況になっています。例えばお茶をやりたい場合は、お茶の

部活動も多分全国的にどんどんなくなっているような状況だと思い

ますが、「お茶をやりたい」という子が、やはりお茶ができる環境

を作っていかなければ、大人としていけないなと思います。 

やはり夢中になるということがすごく重要なので、質の高い学び

ということを考えた時には、実は活動もそうですが、振り返りがす

ごく重要になっていくと思います。自分がどういう学びをしたのか

とか、どういう活動をしたのかをちゃんと振り返れることが重要に

なり、かつそれが、ちゃんと自分で振り返れるようにしていってあ

げるということがすごく重要になってくるので、練習をした後にち

ゃんと振り返りの時間を作っていくといったこともすごく重要にな

るかと思います。その中では、やはり最新の民主的なツールを活用

していただかないと、なかなかここまでのことが非常に難しくなっ

てくると思います。今、オンラインでの専門家の指導といったこと

も、どんどん進んでいく可能性があるかなと思いますし、スポーツ

の場合は現場がなければできないですけれども、例えば漫画を書き

たい場合は、自分の学校の教室で漫画を書きながら、ネットでつな

がって他の学校の子どもたちと漫画の部活動をしていくということ

も十分考えられるのではないかと思います。当然、地域に根差した

ような地域のものが必要になってくるのかなと思います。ここら辺

のことは、皆様と議論しながら進めていけたらと思います。 

今回の検討会で色々と考えてきたこと、そして今後皆さんと議論

していきたいことをお話しします。まず、今後の活動内容を何にす

るかという点が重要になってきます。 

例えば、「サッカーやバスケなど、既存の部活動をすべて受け入
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れる」のか、それとも「子どもたちが本当にやりたいことを活動内

容の中心にする」のか、という方向性を決める必要があります。 

次に、活動の頻度についても話し合いたいです。大人側のサポー

ト体制や子どもたちの希望を考慮した上で、現実的にどのくらいの

頻度が適切なのかを検討する必要があります。 

また、どのような大人が必要かということも考える必要がありま

す。子どもたちのやりたいことや活動頻度に合わせて、どのような

人材がいれば活動の質が高まるのかを議論しなければなりません。

具体的には、「全体の運営を管理する人」「活動を振り返り伴走す

る人」「専門的な指導ができる人」などが求められる役割になって

くるでしょう。 

活動場所も重要な要素です。子どもたちが相談できる場所も必要

になってくると思いますし、活動の成果を発表する場所、そして練

習場所や振り返りの場所なども必要になると思います。繰り返しに

なりますが、特に活動の振り返りは、子どもたちの活動の質を高め

る上で非常に重要だと考えています。皆様と考えていく中でどのよ

うな場所が必要かも一緒に考えていけたらと思います。 

チーム編成も検討が必要です。クラブ活動となると集団での活動

が基本となりますが、その単位をどう考えるか。一人の活動も認め

るのか、学校内だけにとどまらない活動にするのか、あるいは年齢

を超えて中学生と高校生の活動クラブを設けるのか多様な選択肢が

あると思います。剣道の道場などは、学校や年齢に関係なく、通え

るというのがチームとしての単位になると思いますので、そこをど

う考えていくのかを決めていくと、教育委員会の方も予算がいくら

かかるのかなどにつながると思います。答申の場合は、予算のこと

は考えなくていいのではないかと思いますが、現時点ではまず「ど

のような活動を、どのくらいの頻度で、どのくらいの数の大人が、

どのような単位で」行っていくのか、といった活動の具体的な内容

を決めることから始めたいと思います。 

本日は私の話が長くなりすぎてしまいましたが、この検討委員会

はまだ２回開催されます。次回の委員会では、今回提起した「子ど

もの活動内容」「活動頻度」「必要な大人」「必要な場所」「チー

ム編成」といった点に焦点を当てて、議論を進めたいと思います。 

もし他に検討すべき観点があれば、本日時間がなくなってしまっ

たので、メールなどでご意見をいただけるとありがたいです。次回
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は、皆様のご意見も踏まえ、集中的に議論を深めていければと思い

ます。 

皆様からご質問があれば、よろしくお願いいたします。 

 

鈴木(哲)委員  鈴木です。今後ここに記載されている内容を基に、あと２回の会

議で、もう少し現実的に小金井市版ではどのように進めていくかを

落とし込み、最終的にはそれを答申として提出するということでし

ょうか。 

 

金子委員長  そうですね、２回話した上で、失礼いたしました、３回ありまし

た。申し訳ございません。 

 

鈴木(哲)委員  ３回は来年になりますよね。 

 

金子委員長  来年ですけど年度内です。２回程度で作り、私と事務局のほうで

答申案のようなものをまとめて、最後に皆様に確認していただくと

いう流れを考えておりました。この流れで問題ありませんか。 

おそらく２回議論して、最終的には答申を皆様で確認する形にな

りますので、もし可能であれば、２回目にはきちんと素案のような

ものが出ていて、それを修正したものが３回目に出てくるようにで

きると考えております。 

 

鈴木(哲)委員  今出ているものに「もっとこんな機能があった方が良い」とか、

「この点について話し合った方が良い」という意見があれば、次回

提案すればよいということでしょうか。 

 

金子委員長  できれば事前にメールでご回答いただけると助かります。 

 

鈴木(哲)委員  はい、分かりました。 

 

金子委員長  その上で、物事を進めていきたいと思います。 

 

砂子委員  委員の砂子です。まず、令和１３年までに、学校部活動の地域展

開を目指すということになると、平日は部活動があるわけですの

で、部活動自体はなくなっていないということを意味しますでしょ
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うか。そして、その話を具体的に決めることと、今、金子委員長が

お話してくださったことは、ビジョンのようになっていますので、

２本立てで考えなければならないのかなと思っております。 

いつも、具体的にしなければならないことと、今出されたことが

どのように進んでいくのかが曖昧なままでしたので、その２点につ

いてメールでご意見を出せばよいのでしょうか。 

１１月までの空白期間も、何らかの進展があるのではないかと考

えております。 

 

金子委員長  ちなみに、頻度の問題を考えると、今の土日と平日の話が出てき

ます。あと、どのような大人が必要かという点では、「平日にはこ

ういう大人が必要で、土日にはこういう大人が必要だよね」という

話になるかと思います。 

そこも含めて答申の中に盛り込めれば良いのではないかと考えて

おります。２つのものを作りなさいと言っているわけではないと考

えています。 

子どもは一貫して活動します。子どもは１人ですので、「平日の

部活動と土日の部活動があります」ということではありません。 

 

砂子委員  学校単位なのか、全ての学校が一緒に混合で考えて良いのか、そ

れとも今ある各学校の部活動に特化して考えれば良いのかという点

が、いつも混ざってしまいます。 

 

金子委員長  答申の中では、まさに、活動チームをどうするかを答申して良い

と思います。ですので、混合にするという答申案が出されても良い

ですし、今まで通り学校ごとに部活動を維持するという答申案が出

されても良いと考えております。 

 

鈴木(和)委員  今日初めて参加しましたので、あれなのですが、この検討委員会

というもの自体が、何を検討していたのかというのが今日の感想で

す。もう１つは、今お話がありましたように、いわゆる総合的な学

習の時間の中で、学校としてこれから何を担保していかなければな

らないのか、それともいわゆる地域として子どもたちを見ていくの

かという部分が大きく違うと思うのですね。部活動というものその

ものの意義は、今後おそらく失われていくと思います。正直なとこ
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ろ。そこをもう少し具体的に、ではどうしていくのかという点が、

今日の１時間半の中では何も感じられなかったのです。具体的に何

を話し合っていただきたいのかをもう少しロジカルに、国と自治体

がどれくらい費用を出せるのかという、この予算のところは避けら

れないと思います。ですので、そこがまず前提にある問題だと思い

ます。 

そして、質的な話もしましたね。指導の質という話。これはおそ

らく、受ける側の子どもたちや家庭の目的とニーズによって全く違

うと思います。例えばサッカーで言うと、Ｊクラブがあって、その

下にＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４というレベルがあって、その下にスク

ールというのがあって、さらにその下に部活動というのがありま

す。部活動は、おそらくサッカー界では、「楽しく活動しましょ

う」というレベルだと思います。もう少し上手くなりたいという子

はスクールで、本当にトップを目指してプロを目指し、日本代表に

なろうという子たちはもうＪクラブで、そこに保護者や子どもたち

のニーズがあって、お金のかけ方が違うと思います。このように分

けて考えた時に、部活動は一体どのような立ち位置になるのかは、

おそらくどの学校も、熱意のある先生のところは勝ちたいと考えて

います。しかし、参加している子どもたちの中には「どんどんやり

たい」という子もいれば、「もうやめてほしい」という話もあった

りするので、それを地域としてどのように子どもたちのニーズに合

わせて進めていくのかという具体的な案は、この検討委員会の中で

どのように作られていくのかなと非常に感じました。 

 

金子委員長  まず予算のことに関しては、今回は答申ですので、おそらく予算

ありきではないと思います。ですので、逆に計画を立てていく段階

で予算のことが出てくるのだろうなと思いますが、「こういう方向

でやりましょうね」ということが教育委員会側に答申として出さ

れ、それを受けて「ではこういう政策に落とし込みましょう」とい

うことで初めて予算の話が出てくることになるかと思います。私は

先ほど予算のことは考えなくて良いと言ったのは、予算のことは一

旦置いておいて、「小金井市としては、こういう部活動にすべきで

はないか」ということが答申として出されることが１つ大事なので

はないかと考えております。 
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鈴木(和)委員  それは結構難しくないでしょうか。理想論を作れば、おそらくも

のすごく良い理想はできると思うのですが、「結局お金がないから

できないよね」、「ではこの話は終わりだよね」、というのが国で

もどこでも起こっていると思います。 

 

金子委員長  それは逆に言うと、その上でどのように予算化していくかはまさ

に議会が決めることですので、私たちが決められることでもないで

すし、教育委員会の方々が決められることでもありません。ですの

で、私たちは「こういうものを議会に出す」ということを決めてい

くことになるかと思います。 

予算に関しては、議会が決めていくと思います。なので、ここで

決めていたのは、１つは土日に関して、具体的に部活動がどのよう

な形で移行できるのかということの実証実験を緑中で昨年後半に実

施していただきました。それが、土曜日に約３ヶ月間指導に入っ

て、どのような部活動の変化が起きるかを検証していたということ

です。それは、保護者側がどう感じるか、子どもたちがどう感じる

か、先生がどう感じるかといったことを含めて、調査をしていただ

いたということになります。 

同時に、どのような部活動にしたいのか、小金井市としてという

ところの最初の理想をまず描かないと、おそらく問題も見えてこな

いですし、課題も見えてこないことになりますので、それを出すた

めにも理想を出しましょうという話になります。 

活動の先ほどの質という点で言うと、まさに地域クラブ活動をど

こに持っていくのか。しかも、それはサッカーが上手くなることが

質であるということになってくるのだと思います。特に地域クラブ

活動でやるべきことというのは、先ほど言ったように、部活動では

サッカーは上手くならないという話ですよね。それは逆に言うと、

「上手くならないけれどサッカー部をやる意味って何なのか」とい

うことを考えた時に、子どもたちがそこで何を学び取っていくのか

ということがポイントになってくるのではないかということが、探

究的な学びとの関連性になっていることかと思います。探究的な学

びも今は実は７０時間しかありませんので、それが学校の中だけで

終わるとは思っていません。まさに子どもたちが放課後探究的な学

びができるかということが、本来の部活動だと思います。それに、

先ほどロボットを作りたいと言っていた子がいたはずなのですが、
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ロボットを作りたいという子は今まで完全に排除されてきました。

ですので、そのようなことも含めて、子どもたちに何をしてもらう

のか、サッカーが上手くなることをしてもらうのか、サッカーで自

分が精神力を鍛えるということをやってもらうのか、といったこと

も含めて考えていかないと、部活動や地域クラブ活動自体が、その

意義を考え直さなければいけないと思います。先生は部活動をなく

ていいとおっしゃいますが、なくてはいけないとおっしゃられる方

もいるため、それをどのように考えていき、落としどころを見つけ

ていかなければいけないと思います。 

 

鈴木(和)委員  なくてはいけないと言っている人たちのロジカルな部分では、教

員はボランティアで部活動を行うべきなのか、それとも適切な対価

が支払われるべきなのか、という点があげられます。現状では、多

くの教員がボランティアで活動しており、私自身も教員であるた

め、職員室では９割以上の教員が部活動をやりたくないと感じてい

るのが実情です。しかし、社会状況によっては部活動を継続せざる

を得ない状況や、校長先生からの指示により若い先生ばかりが担当

させられるといった状況も実際に起こっています。 

このような状況で部活動を残すべきか否かという点については、

果たして本当に真意なのかと思い、私は自ら兼業という形で立ち上

げ、それなりの報酬を得て活動しています。 

このような話は３、４年前に江東区で議員の方々も含めて議論し

たことがありますが、予算立てはかなり難しいのが現実だと感じま

した。政党や議会、行政のような大きな組織も動かさなければなら

ないほどの規模であり、教育予算だけではどうにもならないのが現

状です。 

ではお金がない中でどう部活動を継続していくかという点につい

ては、ここにいらっしゃる民間の方々とも連携していかなければ、

継続的な活動は難しいと考えられます。先ほどお金の話をお伺いし

たのは、このような背景があるためです。それも含めてメールを送

りすればよろしいでしょうか。 

 

金子委員長  予算についてですが、具体的な金額が不明なため、現時点では予

算を確保することは難しいでしょう。何を行うかを決めなければ、

いくら費用がかかるかもわからない状況だと考えられます。例え
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ば、指導者を毎日つけるのか、土曜日だけつけるのかによって予算

は大きく変わってきます。また、安全管理員だけを配置すれば良い

という考え方も出てくるでしょう。もし、サッカーの技術向上を目

的とせず、怪我をしないように見守るだけで良いのであれば、予算

は全く異なってきます。 

そのため、部活動を地域活動として移行させるべきか否かという

点は、重要な論点であり、私もほぼ同じ意見です。しかし、そうで

はないと考える人も多くいるのが現実であり、それがロジカルかど

うかと言われれば、私個人的にはロジカルではないと感じます。し

かし、ロジカルだけでは物事は進まないため、いかに落としどころ

を見つけるかが重要です。 

また、最優先すべきは、子どもたちの学びの質をいかに高めるか

という点であり、生涯学習との学びからこの考えは来ています。生

涯学習の一環として地域クラブ活動を学校教育の延長線上に位置づ

けるかどうかは、最終的には答申を出した上で、議会が最終判断

し、市長や教育委員会とともに決定することになるでしょう。 

 

依田委員  今、９割の教員が部活動をやりたくないと感じているという話が

ありましたが、実際に土日の負担を減らそうという話もあり、平日

であれば学校の先生が面倒を見て、土日は私たちが行うという考え

も私の中にはあります。 

私は３０年以上野球に携わっていますが、費用がないからできな

いという考えではなく、ボランティアで好きだから教えています。

そして子どもたちと一緒に活動することが好きだから行っていま

す。教育現場にいる９割もの教員が部活動をやりたくないと感じて

いるというのは本当なのでしょうか。 

 

鈴木(和)委員  これは、気持ちはわかるのですが、正直なところ、教員の業務が

非常に多いためであり、私の学校でも２２時、２３時まで帰れない

先生がかなりいます。若い先生は授業準備、会計業務、保護者対

応、子ども対応、支援が必要な子どもへの対応、面接、面談、問題

が発生した際のケース会議など、非常に多くの業務を抱えており、

やりたくても物理的にできない現状があります。 

子育て中の教員は、１７時には子どもを迎えに行かなければなら

ず、私も同じですが、平日１８時まで子どもたちを見るのは苦しく
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て、やりたくないのではなく、やりたい想いがあっても、現実的に

は回らないのが現状です。 

 

依田委員  そうすると、土日の負担が減ったからといって、状況が大きく変

わるわけではない、という点について確認したかったのです。 

土日の負担さえ減ればだいぶ違うと思う先生がいらっしゃれば、

土日は自分が面倒を見たいと考える人もいるでしょう。平日に１

回、そして土日に活動し、それ以外の日は学校に面倒を見てもらう

ことで、先生方の負担が今までよりも大幅に減るのであれば、そう

いったやり方は軟式野球においては可能だと考えていました。 

現在議論しているのは、全ての活動においてどのように考えてい

くかということなので、個別の話に割り込むべきではないと思って

いましたが、今のお話を聞いて、確認したくなりました。状況は理

解できました。ありがとうございました。 

 

金子委員長  ちなみに、小金井市の先生方は、勤務時間は何時に終了ですか。 

 

鈴木(和)委員  仕事は１６時４５分です。 

 

金子委員長  ということは、１６時４５分に先生が仕事を終えなければいけま

せん。 

 

板垣委員  休憩時間は１５時４５分から１６時３０分です。 

 

金子委員長  その休憩時間に部活動をやっているようです。 

 

板垣委員  そうですね。現実は。 

 

金子委員長  昼休みが取れないので、それも労働基準法上どうなのかと思いま

すが、最後に休憩を取っているようです。先生方は表面上は休憩を

取っていることになっていますが、そこで部活動をやっている状況

です。 

 

板垣委員  勤務時間内に部活動をやっているのは１６時３０分から１６時４

５分までの１５分間だけです。ですから無理やり１５時４５分から
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１６時３０分までが休憩時間になっていて、１６時３０分から１６

時４５分までの１５分間は勤務時間で部活を行い、１６時４５分に

退勤可能なはずですが、部活動をやるとそれは絶対にできず、部活

動が終わってから授業準備をします。 

 

鈴木(和)委員  事務作業はそこからになります。 

 

金子委員長  先生にはちゃんと授業準備をしてほしいですよね、という話で

す。ただでさえ授業準備をする時間がないのに、ここで活動をして

いるということです。個人的には先生方の意見と全く同意見です。

先生の立場をたくさん見ていますので、その立場が分かります。 

土日も、やはり土曜日は普段来なくていいはずなのに学校に来な

ければいけないということになります。部活動があったら土曜日に

来なければいけないという話は、やはり先生たちの生活にとってど

うなのかと思いますし、先生方ももし、逆に土曜日に実は研修に行

ったりとか、授業研究に行ったりということも普通はあると思いま

す。その時間が削られているのです。先生方自身の学ぶ時間もどん

どんなくなっている状況で、本当に深刻な状況だというのは分かり

ますが、さらに聞いていきたいと思います。 

 

鈴木(哲)委員  色々な話を聞いていて、保護者が変わらなければいけないことも

ありますよね。 

どんどん生徒を勝たせたい保護者がいて、そう思わない保護者

も、勝ちたいと思う保護者に引っ張られていき、子どもたちを喜ば

せたいから「やろう、やろう」とされて、それについていく先生た

ちはどうなのかというと、子どもたちのためにやらなければならな

いという無言の圧力ですよね。 

 

金子委員長  試合の問題はすごく大きいと思います。 

 

鈴木(哲)委員  この辺の意識が変わっていかなければいけないと思いました。 

 

金子委員長  北海道の安平町という場所の教育長は、地域に受け入れられる部

活動しかやりません。と言いました。地域で受け入れられない活動

はやめますという方針にしていました。 
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鈴木(哲)委員  面白い方ですよね。元は幼稚園の園長先生ですね。 

 

金子委員長  そのような選択肢もあるわけです。地域で受け入れるものだけを

部活動としてやります。そうすれば、地域らしい活動ということに

なると思います。 

 

鈴木(哲)委員  ロボットを作りたいという子がいた場合、どうしますか。 

 

金子委員長  ごめんねと言うしかないですよね。 

 

鈴木(哲)委員  例えばそれは科技高に行ったらいいのではないか、という投げか

けは答申ができる前に金子委員長へメールすればいいですか。地域

コーディネーターが話をしてきて、例えば一人いるなど。 

 

金子委員長  科技高はさっき言った専門家なので、科技高の人たちがずっとフ

ァシリテートをして週５日のロボット部に付き合ってくれるかと言

ったら、付き合ってくれないのですよね。彼らには他にやることが

あります。なので、せめて週１日でもそこの子たちに付き合ってく

れるのだとしたら、活動は週１日、残りの３～４日間は自分でやっ

たという形になります。 

 

鈴木(哲)委員  これはやはり、そういう移動とか安全とか保険の問題が絡んでく

るのでしょうか。例えば、生徒が科技高の隣に住んでいて、学校に

帰った後に科技高行ってもいいという話になると、先ほどのどの時

間の中で何をもらうかというところの括りと、それからあとはその

移動だと思います。 

 

金子委員長  不思議な話で、塾などは交通機関で移動していますよね。それと

一緒じゃないかという話になるかもしれませんが、学校の部活動か

ら切り離せば、その登下校を学校が見るという話にはならないです

よね。そこは親の判断でくださいねという話になる。 

 

鈴木(哲)委員  そうしちゃえばいいのではないか、というのは金子委員長にメー

ルすればいいですよね。 
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金子委員長  そこは考える内容なので、観点をまず皆様から出していただい

て、僕は今回この観点を出したので、その観点を考えた上で、他に

観点があればということですね。 

議論についても、もちろん１１月までに考えていただいても構い

ません。しかし、逆に宿題を出しすぎると皆様が大変になるところ

で、なんとなく考えてきていただければ、ここの場は３回あるの

で、１回目はこのことを議論する、ということができればいいかな

と思います。 

なかなか議論の軸が定まらなかったのですが、こういう形で議論

できたらいいのではないでしょうか。土曜日だけ専門家が見てくれ

るけど、平日は先生ではなくて、小学校のように、地域の人たちが

入って、放課後の児童教室のように、地域の方が入って安全管理だ

けするというようなことも十分に考えられるのではないかなと思い

ます。多分ボランティア保険等に入り、地域の人たちは、保険の中

でやっていくと思うので、指導はできないという話になりますね。

指導ができるわけではないという感じです。 

 

川原委員  川原です。子どもがそれぞれやりたいことの中で、茶道の話が出

たじゃないですか。 

その中で、放課後子ども教室などで茶道をやりましょうという

と、文科省の中では飲食が禁止なので、食べたり飲んだりは禁止な

状況です。文化庁では、小学生に日本文化の継承でたくさんやって

ほしいと言っている傍ら、文科省では安全を確保できないから飲食

は禁止だとなっており、茶道でもお茶を飲んではいけない、お菓子

を食べてはいけない、ということがあります。今もうなくしている

のですが、国のその制度とでも言うべきところで、この子どものや

りたいことを部活動も含めて、どれぐらいそういうのが許可された

りするのでしょうか。 

 

金子委員長  これはもうまさに小金井市の判断によりますし、最終的にはやは

り市民の判断になると思います。学校運営協議会の判断ではないか

な、と思います。学校教育から切り離して別に茶道の教室に行くの

であれば、国が禁ずることは絶対にできませんので、そういう形に

なれば、親の判断で茶道をさせています、というのは、学校の中で
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やろうとすると学校の責任ということになりますから、責任が取れ

るものということになります。茶道の教室に行ったら、茶道の教室

の人の中で、ここはされるという位置づけの話ですよね。師範さん

がくるなら大丈夫になるかもしれませんしね。 

 

板垣委員  今の話と少し関連するかなと思うのですが、保険についてです

ね。 

保険にはおそらく２種類あると思います。１つは生徒、子ども自身

が怪我をした場合の保険、もう１つは何らかの賠償責任が生じた

時、対物だったり対人だったりに対する、賠償責任の保険が２つ必

要だと考えています。先ほど田村先生のお話では、保険が下りない

というご発言があったと思うのですが、私は学校の保険も担当して

おりまして、これも教員が行うべきことなのかと思いますが、我々

が修学旅行などに生徒を連れて行く時、様々な保険に加入すること

がございます。生徒が物を壊したりした時には、その生徒個人に賠

償責任が生じるため、ご家庭で加入している個人賠償責任保険など

でも担保されるはずですが、ご家庭で加入されていなかった場合に

備えて、賠償責任保険に加入することなどもございます。 

これらを見直した時に、第二中学校は年間を通して賠償責任保険

に加入しています。ではその保険をどうするかというのを色々検討

している中で、対物対人賠償というのは、例えば２社３社契約して

いたら、その２社３社から全部お金が出るかというと、そうではあ

りません。例えば１,０００万円の賠償責任があったとして、２社が

それぞれ１,０００万円ずつ入っていても、基本的には５００万円ず

つ出るという形になっています。 

そうなると、市として入っているものに関しては、わざわざ加入

しなくていいのではないかという判断で、学校として加入すること

を検討しました。その時に調べたのですが、もしかしたら田村先生

がおっしゃっていたのはこれなのかなと思うのですが、学校災害賠

償補償保険というものがあり、契約者が全国市長会で、保険料は市

が負担。ちなみに引き受け保険会社は小金井市は損保ジャパンの扱

いです。 

これはどういうものかというと、学校の施設の欠損などによっ

て、何か事故が起きた時、例えば野球部でファールボールを打って

しまった時に、ネットが元々破れていてそれはファールボールが飛
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んでいくだろうという場合、学校管理の責任なので、その時は今申

し上げた市で加入している保険の方から担保される、というのがも

う１つです。 

あともう１つは補償保険というものがあり、学校管理下で死亡や

傷害の事故が発生した場合において、管理者の過失の有無に関わら

ず、市の制定する学校災害補償規則に基づき、市が負担する補償金

に対して保険金が支払われるというものです。ですから、先ほど外

部指導員だとこれが支払われないということなのであれば、例えば

第二中学校であれば、総合賠償責任保険は、今入っているのは先ほ

ど申し上げたように、生徒が何回かやった時には支払われないの

で、例えば遠征の移動中に通行人とぶつかって通行人に怪我をさせ

てしまったなどの場合は支払われないため、やはり個人賠償責任の

方には加入しています。 

そこで第二中学校として加入しているのは、学校施設用の損害賠

償責任です。先ほど申し上げた、市と重複してしまっているのです

が、少しパックになっているセットだったので、それは外すことが

できませんでした。あとは生徒、教職員、外部協力員の損害賠償責

任に関して支払われる保険に入っています。要は外部指導員も賠償

責任が生じたらそれに支払われるということです。ただし、今年度

は１,０００万円までしか加入していないので、死亡事故などが起き

てしまった場合は１,０００万円では足りないと思います。現在、保

険金額で１人３５０円なのですが、４３０円に上げれば、保険金額

が１億円になるので、そこの部分がカバーされれば、逆に良いので

はないかと思いました。 

ただ１つネックになるのが、保険が支払われるかどうかは契約に

よって変わるということです。その学校管理下というところが、今

回例えば外部指導員が引率していましたという場合、学校管理下に

ならないということだと支払われません。 

その外部指導員以外が引率しているのが学校管理下なのかそうで

ないのかを決めるものがガイドラインなのでしょうか。 

そうなった時には、ガイドラインを変えてしまえば学校管理下に

なりますよね。部活動指導員の予算は３人しか取れません。しか

し、外部指導員は学校でいくらと決まっているので、外部指導員の

予算は満額あるけれども、外部指導員に人数の制限はないから、外

部指導員が引率するのも学校管理という扱いになって、賠償責任が
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生じた時の保険が支払われれば問題ないのであれば、もう対応でき

ます。先ほど鈴木和司委員が、土日が他に行ったので大きく変わら

ないとおっしゃっていましたが、そのようなことはなく、恐らく土

日が変わると大きく変わるという方もいらっしゃいます。そうなっ

た時に、ガイドラインの方を変えて、外部指導員が引率している場

合でも学校管理になりますよとすれば、賠償責任保険が支払われま

す。かつ、生徒が怪我をした時はスポーツ振興保険で支払われるの

ですが、それもやはり学校管理という単語がネックになっておりま

す。その学校管理下で外部指導員が引率した時に支払われないかど

うかというのは、おそらくスポーツ振興保険の規約には、外部指導

員になった場合は支払われないというようなことは絶対に書いてい

ないと思います。 

ですから、その学校管理下にするかどうかの判断だと思います。

その学校管理下にするかどうかの判断がガイドラインによるもので

あれば、ガイドラインを変えてしまえばそこは担保されますし、お

金の問題も担保されますよね。それがもしかしたら、先ほどおっし

ゃった仕組みというところなのかもしれませんが、だとすればガイ

ドラインを制定しているのは、申し訳ありません、私が把握してお

りませんが、教育委員会なのか議会なのかで、教育委員会なのであ

れば、そこの部分を検討して変えていただければ、外部指導員が引

率していた場合も学校管理下とすれば、市町村会で加入している学

校災害賠償補償保険の方でも担保されるはずですし、第二中学校の

方で加入している保険でも担保されるはずですし、怪我をした場合

でもスポーツ振興保険が適用されるという、そのガイドラインの工

夫では駄目なのでしょうかという意見が、正直、令和１３年まで待

っていられないという現場からの回答になります。 

 

田村主事  様々な詳しい情報をありがとうございます。この部分のガイドラ

インの内容を変えれば良いかというと、本当に言葉だけ変えれば良

いかということにはならないと思っております。 

        保険の問題だけでなく、一応小金井市としては、部活動指導員が

実技指導に加え、教員の代わりに生徒指導や対外指導の引率を行う

など、責任の重い職務になることから、責任を重いものだと考えて

おります。ですから、研修も行い、身分としては市の職員なので

す。会計年度任用職員で、外部指導員はお手伝いという形で支払っ
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ております。外部指導員は、市の職員ではなく、お手伝いとしてお

金を払っている形ですね。やはり身分上の違いで、市の職員だから

責任がありますよね、ということで、しっかりとお金を払って身分

も整えてやっています。ですから、その言葉だけでガイドラインを

変えたからできるでしょうとか、そういうことではないと私は思っ

ております。以上です。 

ただ一つ言っておきたいことは、指導室としてできることは、部

活動指導員を増やし、少しでも教員の先生方の負担を減らしたいと

思って、今徐々に増やしてきています。 

今年度も３人増やして１５人までは増やしました。ただ、確かに

お話にあったように、全ての部活を賄える人材が地域にいるのか、

そして全部の部活を部活動指導員にすれば解決するのか、そこの部

分は本当に難しい問題だと思っており、指導室としては悩ましいで

す。 

ただ、できることは本当に部活動指導員を増やしてきているとい

うことだけは申し上げたいです。以上です。 

 

鈴木(和)委員  増やすというのは予算を持ってきているということですね。 

 

田村主事  そうですね。だから結局、部活動の３人分の予算を今年度は増や

しました。ただ、やはり限度はありますよね。なかなか難しいとこ

ろがあります。だから本当に申し訳ないところがあります。 

 

梶野委員  外部指導員というのは保険が下りないですね。 

 

田村主事  保険とかいうところについては、顧問がいてというところなの

で、顧問がいて入っていただくという形です。部活動指導員は顧問

の代わりができる形ですね。 

 

梶野委員  顧問がいないとだめということですね。 

 

鈴木(和)委員  多分、指導員は監督になれますけど、外部指導員は、あくまでも

コーチというか、管理者がいる横にいるという規定があるので、多

分その身分上の違いというのは多分そうですね。 

 



-41- 

 

田村主事  市としては、部活動指導員は会計年度任用職員という形で時給

制、そこで責任をちゃんと取れる人という形でやっています。 

 

板垣委員  すみません。そうなると、都で委嘱をしていればできるというロ

ジカルな部分との齟齬はいかがでしょうか。 

 

田村主事  多分それが部活動指導員としてみたいな立場にできるという形な

のではないかなと思います。 

 

板垣委員  そういう手法は小金井市ではできないのでしょうか。 

 

田村主事  さすがにそこは難しいと思います。 

 

平田室長  都はとのお話ですが、そこでの都立学校の話は、高校ではないか

なと思います。中学生とは状況が違うかなというところがあります

ので、そこは確認させていただきたいと思います。都立学校の校長

の位置付けとか、だいぶ違うのです。ですので、単純に高校の部活

動のやり方をそのまま市で行うことや、中学校の方に持ってこられ

るか問われた際、制度を整備していかなければいけないのかなと思

います。そこには時間がかかりますし、少し調べさせていただきた

いと思います。 

 

金子委員長  一部中高一貫の中では、中学校でもそういうのが適用されている

のかもしれないですけど、現状的には高校という形の可能性もある

と思います。 

 

板垣委員  すみません、もう 1つだけ質問してもいいですか。 

先ほどお話に出たガイドラインについて伺いたいのですが、これ

は何年に１回見直されるものなのか、また誰が作成しているのか、

意見を公募する期間があるのか、そして今のガイドラインはいつま

で有効なのかといった取り決めがあるのか、概要を教えていただけ

ますでしょうか。 

 

田村主事  ガイドライン自体は教育委員会が作成しているものです。小金井

市の場合は小金井市教育委員会で策定しています。何年ごとに必ず
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見直すというような決まりはありません。最近は、東京都から新し

いガイドラインが示されたことを受けて、小金井市でも作成したと

いう経緯があります。 

今後も東京都のガイドラインが改定された場合には、それに合わ

せて見直すことになります。ただし、すべてをそのまま都と同じも

のにするわけではなく、小金井市の事情や状況に応じた調整がある

ため、責任のある方々にお願いすることも踏まえて作成する形にな

ります。 

 

金子委員長  大きな方向性としては国の指針に沿うものになりますので、近い

うちに部分的な改定が行われる可能性はあります。 

原則として、前期の８年から１０年の間には着手することになっ

ていますので、その時期に議論が行われることになります。ここで

の答申として「ガイドラインを変えた方がよいのではないか」とい

う提案をすることもできますし、「とにかく土日だけでも８年度内

に実施すべきだ」という強い意見を出すことも可能です。 

場合によっては１３年を待たず、８年度内に一部だけでも改定す

るという検討も可能です。ただし、それが実際に通るかどうかは分

かりませんが、答申として提案はできます。また、土日の活動や平

日の活動、活動の頻度についても関わってきますし、必ずしも土曜

日に部活動を行わなければならないわけではなく、土曜日の部活動

をなしにするという判断も可能です。ただし、平日の先生方のご負

担を考えると難しい部分もあります。そのため、例えば土曜日だけ

地域に委ねる形であれば、受け入れの可能性は広がるのではないか

と思います。平日の夕方に地域で対応していただくのは難しいです

が、土日であれば対応が可能という声もありますので、検討の余地

があると考えています。 

先生方の中には、「令和１３年まで、待ってはいられない」とい

う話も普通にあると思います。しかし、１３年にしたのは、地域か

らの突き上げの可能性もあり、そんなに早く対応ができないという

ような部分だとおもいます。 

 

鈴木(哲)委員  少しお聞きしてもよろしいでしょうか。お金の話が出ていて、国

が３分の１、都が３分の１、市が３分１、令和８年以降はもうその

お金のことの決着は分からないという話だったのですが、一応これ
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を延長して、「ふざけるな」と言われて、「ではもう少し後ろに倒

しますよ、後ろに倒しますよ」と言ったということは、少なくとも

国とかとの予算のようなものは考えますということになったものだ

ったのでしょうか。 

 

金子委員長  まだ何も出てきておらず、まだ聞いておりません。予算はいくら

出したかのようなことは多分書いてあった気がしますが、４１億円

ほど４回ほど増額されたと書いてあるのです。 

国と都はずっとはお金を出してくれない感覚ですが、考えている

時は出してあげますが、継続する時には「こちらの予算は当てにす

るな」という状況になる可能性もあります。ですから、本当にやれ

ることだけをやるということも当然ございます。 

 

鈴木(哲)委員  もう落としどころはそこかもしれませんね。 

 

鈴木(和)委員  南中のサッカー部が減ったのですが、全てのサッカー部が南中で

練習しますという時に、部活指導員がそこにいるというのは、その

全ての子たちの指導とか、その責任を負えるのでしょうか。それと

も、南中サッカー部に部活指導員という人が雇用されるのか 

 

田村主事  合同部活動とか拠点校方式というのは話題にはなっているのです

が、今まだ取り入れてはないです。他の学校に集まるとしても、や

はり顧問とかとの連絡に課題があり、そういう人たちは必要になっ

てきます。 

また、部活指導員が担えるかについては、顧問の代わりにいて活

動するところであればできるとは思うのですが、そういう仕組み自

体が、まだ検討が必要なところがあるということですね。だからま

だやっていないのです。 

 

鈴木(和)委員  江東区ではソフトテニス部がそれをやっていて、外部の部活指導

員がいて、そこに色々な学校の生徒が来てというところで、平日も

やっていましたが、まあまあの問題はありましたね。新たな課題も

ありますが、実績はあると思います。 

 

砂子委員  剣道はまさにそのような形になります。毎週１回稽古をしてお
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り、最近は第一中学校にも通っておりますが、それは部活動ではご

ざいません。ただ、今はおかげさまで試行しながらも、良い感じに

進んでおります。 

 

金子委員長  保険は各々の方で加入されているということですね。 

 

砂子委員  先生と相談しながら対応しています。 

 

川原委員  やはり都立高校なども、野球部の部員がいないため、３つくらい

の学校が１つの場所で、全ての高校が集まって練習しているという

パターンでした。その３つの高校チームで大会に出場しているとい

うパターンです。 

 

金子委員長  たくさんの話で時間が超過してしまいました。最後に、部活動の

地域連携に関する検討委員会について、事務局から議題５「今後の

予定」をご説明いたします。 

 

濱松課長  事務局の濱松です。資料６「令和 7年度小金井市立学校部活動の

地域連携に関する検討委員会」をご覧ください。委員の皆様には、

日程調整をさせていただき、次回以降の日程を記載した資料を配布

させていただきました。内容につきましては、委員長と協議の上、

皆様にご連絡いたします。以上です。 

 

金子委員長  ありがとうございます。それでは議題６「その他」についてで

す。特にないようなので、それでは本日の議事は全て終了いたしま

したので、本日の会議を終了させていただきます。少し延びてしま

いまして、申し訳ございませんでした。ありがとうございました。 

 

  

―― 了 ―― 


